
議案第 13号

令和 4年度橋本市病院事業会計補正予算 (第 6号)について

令和 4年度橋本市病院事業会計補正予算 (第 6号)を 、別紙のとお り議会の議

決を求める。

令和 5年 2月 27日 提出

橋本市長  平木 哲朗
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令和 4年度 橋本市病院事業会計補正予算 (第 6号)

第 1条  令和 4年度橋本市病院事業会計の補正予算 (第 6号)は、次に定める

ところによる。

第 2条  令和 4年度橋本市病院事業会計予算 (以下 「予算」という。)第 3条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(収入 )

(支出)

第 3条

(単位 :千円)

(単位 :千円)

予算第 4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

274,770千 円は過年度分損益勘定留保資金274,770千円」を「資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額287,467千 円は過年度分損益勘定留保資金287,467千 円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(収入 ) (単位 :千円)

(支出) (単位 :千円)

科   目 既決予定額 補正額 計

第 1款    病 院 事 業 収 益 7,698,188 590,692 8,288,880

第 1項  医 業 収 益 6,477,669 △  21,672 6,455,997

第 2項  医 業 外 収 益 895,363 612,364 1,507,727

科   目 既決予定額 補正額 計

第 1款    病 院 事 業 費 用 7,914,386 500,622 8,415,008

第 1項  医 業 費 用 7 の
ね

つ
０

Ｆ
υ 294 412,999 7,945,293

第 2項  医 業 外 費 用 205,216 90 000 295,216

第 4項   特 別 損 失 98,988 △ 2,377 96,611

科   目 既決予定額 補正額 計

第 1款   資 本 的 収 入 849,245 2,703 851,948

第 2項   補  助  金 3,510 153 3,663

第 4項   投 資 1,650 2,550 4,200

科  目 既決予定額 補正額 計

第 1款   資 本 的 支 出 1,124,015 15,409 1,139,415

第 1項  建 設 改 良 費 534,969 15,400 550,369
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第 4条  予算第 8条に定めた経費の金額を次のとお り補正する。

(単位 :千円)

科   目 既決予定額 補正額 計

(1)職 員 給 与 費 4,202,453 230,442 4,432,895

第 5条  予算第 9条に定めた病院事業運営のため他会計からこの会計へ補助を受ける金額

を次のとおり補正する。

(単位 :千円)

科   目 既決予定額 補正額 計

般  会  計 153,162 3,752 156,914

国 保 特 別 会 計 1 2,442 2,443

計 153,163 6,194 159,357

第 6条  予算第 10条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のとお り補正する。

(単位 :千 円)

科   目 既決予定額 補正額 計

たな卸資産購入限度額 608,190 200, 000 808,190

計 608,190 200,000 808,190

第 7条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次の とお り追加する。

(単位 :千円)

事  項 期 間 限度額

建物管理業務委託 令和5年度から令和6年度まで 16,060

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次の とお り補正する。

(単位 :千 円)

令不日5年 2月 27日提出

橋本市長 平木 哲朗

事  項
補正前 補正後

期 間 限度額 期 間 限度額

物流管理
業務委託

令和4年度から

令和9年度まで
132,000

令和4年度から

令和8年度まで
95,040
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